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世田谷区 

基礎情報 

【人口】903,346 人  【世帯】463,632 世帯（平成 27 年国勢調査より（総務省））   

【母子・父子世帯数】 

母子・父子世帯数 3,036 世帯（母子世帯 2,755 世帯、父子世帯 281 世帯） 

（再掲）母子・父子世帯数 （他の世帯員がいる世帯を含む）3,726 世帯 （母子世帯（他

の世帯員がいる世帯を含む）3,307 世帯、父子世帯（他の世帯員がいる世帯を含む）419

世帯）（平成 27 年国勢調査より（総務省）） 

児童扶養手当受給者数 3,409 世帯（平成 27 年度実績 保健福祉総合事業概要） 

生活保護母子世帯 349 世帯（平成 28 年 3 月現在）（世田谷区調べ） 

 

概要 

○経済的事情で学習塾に通うことができない子どもや、家庭内での学習が困難な環境にあ

る子どもを対象として、学習環境を提供し、学習習慣の定着と苦手科目の克服、学力の

向上を図るために「かるがもスタディルーム」を設置した。大学生や社会人のボランテ

ィアがマンツーマンや少人数で対応している。また、「かるがもスタディルーム」の利

用から、居場所づくり支援など、他の事業での学習支援への移行を促している。 

○アンケート調査から、ひとり親家庭への支援事業に関する当事者の認知度の低さが明ら

かとなった。相談時間の確保や自ら情報収集を行う余裕のないひとり親家庭のための相

談機能の充実ときめ細かな情報提供が求められており、区独自で作成したリーフレット

配布とメールマガジンの配信を行っている。リーフレットは様々な機会を利用して配布

方法を充実するとともに、父母が持ち運びやすいハンドバックに収まる大きさにしてい

る。窓口の職員も、対象者に説明がしやすくなったと評価している。 

○ひとり親家庭の就労支援充実の一環として、在宅就労を目指すひとり親家庭を対象とし

た託児付き就労支援講座（パソコン講座）を開催している。パソコン講座はニーズが高

く、就労に結びついた件数も多い。 

○父母も子どもも自分のことを良く知り、自分で今後の生活設計を描いていくことが必要

である。そのため、東洋大学と協働して、新たな自立支援プログラムを開発している。

自立支援プログラムを通じて、父母、子どもそれぞれが抱えている課題を自覚し、克服

するための力を養うともに、支援する側である職員の実践力の向上を図り、総合的な支

援のあり方を検討している。 

 

【世田谷区におけるひとり親相談の窓口体制】 

世田谷区のひとり親相談窓口は、区内 5 箇所の各総合支所にある。各総合支所の健康づくり

課と生活支援課子ども家庭支援センター担当の 2 部署が、子ども家庭支援センターの機能を担

っており、前者が健康相談・育児相談・保健サービスを、後者が子育て支援・子ども支援・母

子または父子の福祉に関する相談窓口を担っている。 

区役所の子ども・若者部、保健所、世田谷児童相談所が子ども家庭支援センターを中心に連

携を図るとともに、子ども・家庭課が世田谷児童相談所と子ども家庭支援センターとの間の連

携をサポートしている。 
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【参考】子育て関係の世田谷区の相談窓口（児童虐待相談窓口の例） 

 

注）児童虐待の相談窓口に関する体制図であるが、子育て関係全般の体制と同様である。 

出典）世田谷区資料 

 

【世田谷区におけるひとり親支援事業全体像】 

世田谷区では、来年度には外国人を含め人口が 90 万人を超える見込みとなっている。また、

平成 14 年度以降、出生数と 14 歳以下の年少人口が増加しており、0~5 歳児の人口増加率が大

きい。0~3 歳児の在宅子育ての割合が 60%以上と高く、待機児童も多い現状にある。子どもの

人口が多いという特徴から、世田谷区では、子ども施策に力を入れてきた。 

ひとり親家庭に関しては、世帯数は平成 17 年度から平成 22 年度にかけて減少していたもの

の、医療費助成、手当ての受給者数が平成 25 年度まで微増傾向にあったことから、生活困窮

家庭は増加していると考えられた。 

平成 20 年度に、「世田谷区子ども計画（後期計画）」策定にあたってアンケート調査を実施

したところ、ひとり親への支援制度の認知度が低く、情報提供のさらなる強化の必要性が課題

として挙がった。また、これからの子育てについて、「子どもと協力しながら」と答えた人の割

合も高く、家庭内だけで完結し地域から孤立してしまう可能性も示唆された。ひとり親の心配

事や悩み事に対する設問では、子どもの学力、子どもの進路について回答した割合も高く、学

習環境に課題を抱える家庭も多いと考えられた。 

このような調査結果を受けて、ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援の施策体系として、

①ひとり親家庭、生活困窮者家庭等の子どもの自立に向けた支援の充実、②情報提供・相談機

能の充実、③就労支援の充実、④子育て・生活支援等の充実を設定し、多様な支援事業を実施
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している。 

 

ひとり親・生活困窮家庭等の子どもの支援の施策体系 

施策体系 具体的施策 

①ひとり親家庭、生活困窮者家庭等の子ども

の自立に向けた支援の充実 

・学習支援事業かるがもスタディルーム 

②情報提供・相談機能の充実 ・メールマガジンの配信 

・リーフレットの作成 

③就労支援の充実 ・自立支援プログラム 

・教育訓練給付金 

・高等職業訓練促進給付金 

・就労支援事業 

④子育て・生活支援等の充実 ・情報提供の強化 

・学習支援の拡充 

・親子の学び直し 

・母子生活支援施設入所者への支援 

・養育費相談会の実施 

その他 ・東洋大学との協働研究 

出典）世田谷区資料を基に作成 

 

世田谷区では、多様な事業を展開しており、支援のメニュー自体は多いものの、総合的に対

応する必要のあるひとり親家庭に対しては十分ではない、という現状にある。今後は、総合的

な支援とともに、支援員への研修、子ども施策や母子保健との連携、母子に関わる専門職の充

実を必要としている。 

 

（１）大学生や社会人のボランティアが対応する子どもの学習支援「かるがもスタディルーム」 

①経済的事情で学習塾に通えない子どもや家庭内での学習が困難な環境にある子どもの支援 

経済的事情で学習塾に通えない子どもや、家庭内での学習が困難な環境にある子どもを対象

として学習環境を提供している。学習習慣の定着と苦手科目の克服、学力の向上を図ることを

目的に設置した。教室形式で各教室 20 名を定員とし、大学生や社会人のボランティアがマン

ツーマンや少人数で対応している。より多くの子どもがサービスを利用できるよう、登録は最

長で 2 年と定めている。 

 

②教室の増設、長期的な学習支援、支援者側へのサポートなどで次第に充実 

平成 28 年度は生活困窮家庭の受け入れを、区内 5 箇所全ての教室で可能とし、開催してい

る。いずれかの教室で 20 名の定員を超える応募があった場合には、他の教室を紹介するなど

の対応をしている。かるがもスタディルームの登録は 2 年に制限しているため、終了後は、居

場所づくり支援など他の事業での学習支援の場を紹介している。また、子どもたちへの支援だ

けでなく、支援者側へのサポートも行っている。2015 年度は学生および社会人ボランティアに

対し、子どもたちへの接し方やストレスを抱え込まないよう、ボランティア研修を 6 回実施し

た。この研修はボランティアへ参加する姿勢や本事業の主旨を理解することを目的としている。 



 

4 

 

 

③子供への周知、ボランティアへの支援が課題 

課題として、保護者および子どもに対して、教室を紹介することの難しさが挙げられる。総

合支所窓口の職員から父母に学習室を紹介しても、子どもまで伝わらない場合がある。また、

ボランティア等支援者側へのサポートは、取組がもっと社会の中で高い評価を得る事が出来れ

ば、就職活動等にも活かせると感じているが、評価を得ることは難しい現状である。 

 

（２）複雑な支援事業に関する情報をきめ細かく提供し、各ひとり親家庭の事情に応じた相談

を充実 

①ひとり親家庭におけるひとり親支援事業の認知度の低さの解消を目的に 

平成 20 年度・25 年度に実施した「世田谷区子ども計画」策定にあたってのアンケート調査

から、ひとり親家庭への支援事業に関する当事者の認知度の低さを認識した。相談時間の確保

や自ら情報収集を行う余裕のないひとり親家庭に向けた相談機能の充実と、きめ細かな情報提

供が必要である。以前から世田谷区では区独自で作成したリーフレット配布とメールマガジン

の配信を行っていたが、平成 28 年度からリーフレットの配布を拡大し、情報提供の強化を図

っている。 

 

②配布方法の充実と父母が持ち運びやすい形体のリーフレット 

リーフレットは、医師会を通じ、区内の小児科・産婦人科でも配布しているほか、コンビニ

での配布も検討している。また、ひとり親になったときに支援へとつなげられるよう、区役所

の離婚届の窓口での配布に加えて、乳児期家庭訪問時に携帯し、ひとり親家庭だとわかった場

合には、父母にわたすよう工夫している。リーフレットの大きさはハンドバックに収まりやす

い大きさであり、父母が持ち運びやすい形体である。窓口の職員はひとり親家庭への支援情報

を一つにまとめたリーフレットを作成したことで、対象者に説明がしやすくなったと評価して

いる。 

アンケート調査で平成 20 年度と平成 25 年度を比較すると、どのひとり親支援事業も認知度

は上昇しており、メールマガジンや、リーフレットによる効果であると考えられる。 

 

（３）在宅就労を目指すひとり親家庭を対象とした託児付き就労支援講座（パソコン講座）の

開催 

①ニーズの高いパソコン講座を実施 

ひとり親家庭の自立を促進するには、子どもへの支援と同時に親への支援を講じる必要があ

る。そのための方策の一つとして、ひとり親の就労支援を充実させるべく、就労を目指すひと

り親家庭を対象とした託児付き就労支援講座（パソコン講座）を開催している。 

 

②就業に結びつく自立支援プログラム策定（世田谷区独自事業） 

母子家庭・父子自立支援プログラム策定事業（自立支援プログラム策定）では、平成 27 年

度は事前相談 21 件のうち、プログラム策定件数が 11 件、さらにその中で就業に結びついたケ

ースが 7 件であった。母子家庭および父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実績については、

給付金の増額もあったことから、申し込み件数が増え、平成 28 年度 10 月 31 日時点で事前件

数 8 件、講座指定申請数 4 件、支給決定数 1 件である。 
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就労支援講座（パソコン講座）については入札で委託業者を選定し、実施している。 

 

（４）親子ともに自分を知って今後のことを考えるための自立支援プログラムの開発（東洋大

学との協働研究） 

①ひとり親家庭の親子が抱える問題への総合的な支援のための自立支援プログラムの開発 

地方自治体が実施しているひとり親家庭への支援は、現状では経済的支援と就労支援を中心

とした自立支援にとどまり、母子が抱える健康問題や生活困窮への対応など総合的な支援にま

で至っていない。 

ひとり親家庭の父母も子どもも、自分の置かれた状況を客観的に評価する余裕がなく、今後

の生活設計ができずにいることが多い。そのため、ひとり親家庭の父母も子どもが自分のこと

を知り、自立するための「自立支援プログラム」を開発している。 

現在、東洋大学と協働でひとり親家庭に対する効果的な自立支援プログラムを開発し、その

実践を通じて、ひとり親家庭の自立支援を進めるための総合的な支援のあり方を検討するとと

もに、支援する側である職員の実践力の向上を図ることを目指している。 

具体的には、ひとり親家庭に対する効果的な自立支援プログラムの開発と、支援する側の職

員を対象とした研修や事例研究を実施している。ひとり親家庭の抱える問題に対する理解を深

め、より効果的な支援を行うためのスキルの習得と全体のソーシャルワークの向上を図ってい

る。さらに、ひとり親家庭の父母と子どもそれぞれ抱えている課題を自覚し、克服する力を養

う実践と研究を行っている。 

 

②「いまの自分を知るためのシート」を使って、自分のことを知って今後のことを考える 

生活保護受給母子・父子家庭の親子に対して、「いまの自分を知るためのシート」「セルフチ

ェックシート」を配布している。シートは親子自身が記入し、自身の今と今後について考える

よう促している。子ども用の「いまの自分を知るためのシート」（巻末参照）では、自分のまわ

りにいる人およびその人との関係性や、自分の生活習慣、生活の充実度、進路について、母親

用の「セルフチェックシート」では、自身の健康状況、生活スキル、就労意欲、人間関係、困

りごと、目標などについて記入する。次年度も同様のシートに記入し、前年度との比較をしな

がら考えられるようにしている。 

  



 

6 

 

【参考】いまの自分を知るためのシート（中学生用） 
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出典）世田谷区資料 

 

以上 


